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Abstract
　A testator can freely leave his property as an inheritance using a will, but 
regardless of the contents of that will, certain heirs have a right to receive part 
of the estate. For example, even if a parent’s will were to state : “To my son I 
leave no inheritance whatsoever,” the son will still be able to inherit a part of 
the estate. This system is termed the the legally secured portion. However, if 
the inheritor is to regain their legally secured portion, it must be claimed 
within a legally specified period.
　This system has been criticized by many lawyers as disadvantageous to the 
elderly and those suffering from serious diseases and the like.
　Recently the Supreme Court issued its first ruling on the right to regain the 
legally secured portions and stop the expiry of this right. Because of a strong 
interest in this ruling, I studied relevant past judgements and theories.
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はじめに

　民法は一定の法定相続人について、被相続人の財産の一定割合に関する一定の持分的利
益、すなわち遺留分を保障している（民法 1028 条）。たとえば、相続の際に被相続人が遺
留分の割合を超える処分をした場合であっても、遺留分権利者は被相続人から処分を受け
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た受贈者や受遺者等に対して、遺留分の回復を求める権利である遺留分減殺請求権が認め
られており（民法 1031 条）、この権利を行使するかどうかについては、遺留分権利者個々
の自由な意思に委ねられている１）。
　民法はこのように遺留分減殺請求権者につき権利行使に関する自由を与えているが、権
利行使の段階で、遺留分権利者が高齢や疾病等の原因により、権利を行使するかどうかを
判断する能力がない、あるいは充分ではないという場面がまま予想される。このような状
況に陥ったときに備えて、成年後見制度が設けられていることは周知のとおりであるが、
実際問題として、高齢化が進むわが国においては、判断能力の低下にもかかわらず、成年
後見人等が選任されていない場合が多く報告されており２）、こうした状況においては、か
りに遺留分が侵害されていたとしても、遺留分権利者は遺留分減殺請求権を行使できない
状態に置かれてしまうことになる３）。さらに、遺留分減殺請求権の行使期間について、民
法は遺留分権利者が「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時か
ら１年間行使しないときは、時効によって消滅する」「相続開始の時から 10 年経過したと
きも、同様とする」と定めており、とりわけ、前段の場合は権利行使を１年という短い期
間で制限している（民法 1042 条）。
　民法 158 条１項は、成年被後見人等が法定代理人を有しない場合につき、これを保護す
る趣旨から、時効の完成を猶予（停止）すると定めている。しかし、条文にいう成年被後
見人とは、後見開始の審判を受けた者と解されることから（民法８条）、たとえ後見開始の
要件を充たしかつ既に申立てがなされていたとしても、後見開始の審判を受けていない者
については、文理上は民法 158 条１項の適用から除外されることになる。ここで、時効の
停止を認めるべき実質的な必要性は同様にあることから、民法 158 条１項の類推適用等に
より当該遺留分者を保護すべきであり、かりにこの理が肯定されるとしても、どのような
状況下であれば、類推適用が容認されるのかという問題が出てくる。
　これまで、この論点については、最高裁判例が未出の分野であったが、先般、最二判平
成 26. 3. 14（民集 68 巻３号 229 頁・以下「平成 26 年判決」という）は、時効期間の満了
前の６箇月以内の間に、精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある者に
法定代理人がいない事案において、その者が有する遺留分減殺請求権の時効停止が認めら
れるかについて（類推適用の可否）、初めて民法 158 条１項の類推適用を認めた。
　そこで、本稿では、この最高裁の判断を機会に、これまでに判例（最二判平成 10. 6. 12
民集 52 巻４号 1087 頁・以下「平成 10 年判決」という他）が除斥期間等に関する傍論にお
いて、後見開始の審判を受けていなくとも、一定の事情のもと何らかのかたちで時効の停
止がされ得るとの方向性を示していた流れを受け、関連する判例と学説につき改めて検討
し、併せて平成 26 年判決の法理を研究することにする。
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Ⅰ　遺留分制度との関係

１．遺留分侵害行為の効力

　民法 158 条１項の対象とされる時効は様々であり、平成 26 年判決で争われた遺留分減殺
請求権の消滅時効もその一つとなる。被相続人は生前自らの意思で自由に自己の財産を贈
与・遺贈することが許され、遺言をもって相続分や遺産分割方法を指定することができる

（民法 902 条，同 908 条）。他方で、この被相続人の財産処分の自由を一定限度で制限する
のが遺留分制度である。
　民法は兄弟姉妹以外の相続人に被相続人の財産の２分の１ないしは３分１の割合で遺留
分を認める（民法 1028 条）。制度の意義については、配偶者、子など一定範囲の相続人の
生活保障に加えて、被相続人の財産形成への寄与により生じた相続財産中の潜在的持分を
保護するための最終手段と位置付けられ、一般に共同相続人間における最低限の公平を確
保するための制度と理解されている４）。
　遺言または第三者による相続分の指定につき、民法 902 条但書は「遺留分に関する規定
に違反することができない」と定めている。この規定の解釈をめぐり、学説は遺留分減殺
請求が問題となるのは、該規定に反する贈与および遺贈がなされた場合（民法 1031 条）に
限られ、当該侵害行為が当然に無効となるのではなく、遺留分を侵害する相続分の指定が
その侵害の限度において無効となり、遺留分減殺請求権の行使があってはじめて財産の取
戻しが可能になるとする説と５）、当然に無効とする説６）とに分かれている。前者が通説と
され、判例（最三判昭和 37. 5. 29 最判集民事 60 号 941 頁）もこれに沿った判断を示してお
り、被相続人の意思の尊重、取引の安全、遺留分主張における遺留分権利者の意思の尊重
がその根拠にあげられている７）。
　遺留分制度の趣旨に関する判例・通説の理解は、財産処分自由の原則から、たとえ遺留
分を侵害する被相続人の処分であっても一応は有効であって、この場合は遺留分を侵害さ
れた相続人を保護するために、遺留分権利者に減殺請求権が付与され、権利が行使される
ことによって、はじめて処分が失効するという考えに基づいている８）。しかし、この説に
拠った場合、遺留分権利者全員による減殺請求権行使・不行使の意思表示の有無、遺留分
権利者全員について消滅時効が経過しない限り、具体的に遺産分割を進めることができな
いという不都合を招くとの批判がなされている９）。また、遺留分は相続財産のうち遺留分
権利者に必ず留め置かなければならない固有の財産であり、したがって、被相続人がこれ
を侵害する行為は許されないとする理解に基づき、被相続人による遺留分を侵害する処分
は、遺留分を侵害する限度で当然に無効と解すべきとの主張にも合理性が認められよう10）。
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２．遺留分減殺請求権について

１）遺留分減殺請求権の法的性質

　遺留分減殺請求権の法的性質について、最一判昭和 41. 7. 14（民集 20 巻６号 1183 頁）
は、「遺留分減殺請求権は形成権であり、その権利行使は必ずしも裁判上の請求による必要
はなく、受贈者または受遺者に対する一方的な意思表示で足り、その意思表示がなされた
ときは、法律上当然に減殺の効力が生ずると解するのを相当」としている11）。
　そして、遺留分減殺請求がなされると、贈与・遺贈は遺留分を侵害する部分において失
効し、受贈者・受遺者が一旦取得した権利は失効した部分を限度に当然当該遺留分権利者
に帰属、その結果、取得した権利を限度に目的物の返還請求が可能となる12）。ただし、前
掲最三判昭和 35. 7. 19 は、遺留分権利者が受贈者に対し減殺請求をしたときは、その後に
受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対して、さらに減殺の請求をすることはできず、
このような場合には、民法 1040 条但書の適用はないと判示している13）。
　遺留分減殺請求権が行使されたときは、受贈者・受遺者は民法 1041 条１項の規定により
価額弁償することができるが、これについて、前掲最二判昭和 51. 8. 30 は被相続人の意思
を尊重しつつ、目的物上に利害関係を生じた当事者間の調和の趣旨からであるとして、価
額弁償する場合は目的物と等価となるとの理解を示したうえで、具体的に「遺留分権利者
が受贈者または受遺者に対し民法 1041 条１項の価額弁償を請求する訴訟における贈与ま
たは遺贈の目的物の価額算定の基準時は、現実に弁償がされる時に最も接着した時点とし
ての右訴訟の事実審口頭弁論終結の時である」と判示している14）。

２）遺留分減殺請求権の一身専属性

　民法は遺留分減殺請求権者とその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、その
権利を行使することができると定めており、被相続人が遺留分を侵害する処分を行った場
合、遺留分権利者およびその承継人は遺留分減殺請求権を行使することができる（民法
1031 条）。また、承継人の範囲については、条文の文言上遺留分権利者の相続人、包括受
遺者に加えて、特定承継人も含まれると解されることから、遺留分減殺請求権は帰属上の
一身専属権ではないとされる15）。
　しかし、最一判平成 13. 11. 22（民集 55 巻６号 1033 頁）は、遺留分権利者の債権者が自
己の債権保全のために、遺留分減殺請求権を行使することへの当否ついて、「遺留分減殺請
求権は、遺留分権利者が、これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的な意思を有す
ることを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的と
することができない」と判示し、「行使上の一身専属性」を有することを認めている16）。こ
の債権者代位権の行使を原則として否定する判断の根拠として、被相続人につき、遺言を
もって死後も生前と同じように自己の財産を自由に処分することが可能となること、他方、
遺留分制度が遺留分減殺請求権者の生活保障等のために調整する制度として設けられてい
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るとの趣旨に照らせば、遺留分減殺請求権の行使は相続によって確定していない権利であ
り、権利行使については、相続人の自由意思に委ねられていることから17）、遺留分権利者
がたとえ遺留分を侵害されていたとしても、被相続人の処分に従う意思を示した場合は、
遺留分権利者の判断が尊重され、そこに他人の意思が介入する余地はないとの理解が示さ
れている18）。
　この最高裁判断に対しては、代位債権者には債務者である遺留分権利者の責任財産への
期待が認められ、それにもかかわらず、無資力状態にある債務者の意思を身分行為の意思
であるとの理由から一方的に排除するのは問題であり、まずは債権者と債務者との利益状
況を考慮する必要があること、そもそも、相続の開始により、債務者の財産が拡大するの
は債権者にとり、相続法の趣旨からして法的に正当化される期待であるとの説理に基づき、
遺留分減殺請求権に関しては、債権者代位権の目的とすべきであるとの批判が述べられて
いる19）。
　さらに、折衷的な説として、遺留分については、一定の相続人に与えられた権利である
ことから、身分権性を認めつつも、身分権、身分行為に過度な特殊性を付与する必要はな
く、個人の尊厳の観点から、親族関係の形成、消滅を目的とする法律行為に他人が介入す
ることは許されないが、親族関係に付随する権利に関しては、その効果が財産的なもので
あるときには、他人の介入も是認すべきとの理解を前提に、遺留分減殺請求権の身分性は、
性質上相続人の権利が生存保持のための扶養請求権を実質とする場合は、その放棄も認め
られず、一身専属権と解すべきであるが、しかし、実際にこの要件を充たす場面は極めて
限定的であり、このような例外を除いて、遺留分減殺請求権の代位行使は肯定されるとす
るものがある20）。
　平成 26 年判決の一審・原審は、ともに遺留分減殺請求権が形成権であるとの理解を基
に、本人が意思表示をしていないことに加えて、遺留分減殺請求権の一身専属性を厳格に
判断した結果と思われる。これについては、「遺留分減殺請求権は認知請求権のような純粋
な一身専属権と異なり、財産的権利であることは否定できず、その面から権利の行使の可
能性を考えると本人以外の者が行う余地はある」との理解により、代位行使につき判例が
否定することについて、相続制度、遺留分制度の趣旨から遺留分減殺請求権を第三者が行
使する期待は遺留分の範囲となり、その分、受贈者・受遺者にとって覚悟予想された範囲
となるといった解釈も成り立とう21）。これについて、平成 26 年判決が遺留分減殺請求権に
関し、民法 158 条を類推適用し、その行使期間を延長した理由付けとも重なる22）。

３）遺留分減殺請求権の消滅時効

　遺留分減殺請求権の消滅時効につき、民法 1042 条は減殺の請求権は遺留分権利者が相続
の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から１年間行使しないと
きは時効によって消滅すると定める。この行使期間の制限について、判例は適用対象とな
るのは形成権である減殺請求権そのものであり、一旦規定期間内に減殺請求の意思表示が
なされると、法律上当然に減殺の効力が生じ、行使の効果として生じた法律関係に基づく
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目的物の返還請求権等は、同条所定の特別の消滅時効には服さないものとしている23）。そ
のため、遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権または共有持分権に拠る
登記手続請求権は、時効によって消滅することはないとされる24）。
　それでは、民法 1042 条が定める期間制限とはどのような根拠に基づくものなのか。この
問題に関し、学説は遺留分減殺請求が認められると、一旦贈与や遺贈によって得られた権
利が遡及的に消滅することになり、結果、受贈者・受遺者さらにその譲受人等に至る取引
の安全が害されることとなり、そのため、遺留分減殺請求権の行使期間に制限を設けるこ
とで、相続人間、第三者との間に生ずる遺産に関する争いの早期収拾を図り、その後の取
引の安全を確保するためとされる25）。ただし、民法 1040 条は遺留分減殺請求権の相手方を
原則として減殺を受けるべき受贈者・受遺者およびそれらの包括承継人とし、これらの者
からの譲受人は譲受時に遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合を除き、その
対象とはならないと規定することから、ここでいう取引の安全に関して、実際に受贈者・
受遺者からの転得者自体の取引の安全が問われる場面は少ないといわれる26）。

Ⅱ　民法 158 条１項について

１．民法 158 条１項の法的性質

　旧民法（証拠編）131 条２項は、５年を超える時効につき、未成年者や「禁治産者」が
能力者となった後に自分で権利行使すべきことを定めて、最後の１年について時効の停止
を認めていた。しかし、未成年者に関しては 40 年、「禁治産者」については、終身間時効
が完成せずとしており、取引の安全性に欠ける面があることから、現行民法は未成年者・
成年被後見人（禁治産者）には、法定代理人を付すべきものとし、法定代理人がいない場
合にのみ、時効を停止することにした27）。
　消滅時効による権利喪失については、「権利の上に眠る者は保護に値しない」という自己
責任の原理により正当化されるが、時効による利益取得の正当化は時効の当事者に着目す
るだけでは不充分で、取引の安全という社会利益の援用が求められる。そして、時効の停
止に関し、「訴訟をなし得ない者に対して時効は進行しない」という法諺に拠るだけではな
く、ここにも取引安全に対する配慮が必要になる28）。
　未成年者・成年被後見人が時効中断のために訴訟を提起する場合は、必ず法定代理人が
代理して訴えを提起しなければならない（民訴 31 条）。民法は未成年者・成年被後見人に
は、必ず法定代理人を付すべきとして、したがって、法定代理人がないときのみ、時効を
停止することにした。民法 158 条１項は成年被後見人等に関する時効完成の猶予につき、

「時効の期間の満了前６箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないと
きは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職
した時から６箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効
は、完成しない」とし、成年被後見人等について、時効完成を猶予する旨を定めている（時
効の停止）。
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　この趣旨については、時効完成の間際に成年被後見人等は法定代理人を有しない事態が
出来した場合には、成年被後見人等の側で権利行使するなど時効の中断措置を執ることが
できず、そのままでは時効が完成してしまう可能性が高いため、法定代理人を有しないに
もかかわらず、時効の完成を認めるのは、成年被後見人等にとり酷であるとして、法定代
理人が就任するなど時効中断措置が可能になるまでの間、時効完成を猶予することで、財
産管理人がおらず、時効中断措置をとることができない制限行為能力者の保護を目的とす
るものと理解されている29）。
　結論として、民法 158 条１項は、遺留分減殺請求権は遺留分権利者が自分にもともと帰
属する利益等につき返還を求める制度であって、その権利を行使しないうちに時効が完成
することは許されないという趣旨に拠るものと理解することができよう。この権利行使可
能性の視点は、遺留分減殺請求権の時効停止の妥当性を判断するにつき重要な要素となり、
この見地からすれば、民法 158 条１項は合理的な規定と考えられる30）。

２．民法 158 条１項の類推適用

１）問題の所在

　民法 158 条１項の文理解釈からすれば、ここにいう成年被後見人とは後見開始の審判を
受けた者であることから（民法８条）、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況
にある者として、後見開始の要件を充たしていたとしても、後見開始の審判を受けていな
い者について、既に申立てがなされていたとしても、文理上は民法 158 条１項の適用から
除外されることになる31）。しかし、事理を弁識する能力を欠く常況にある者は、権利行使
が困難であり、本人が処分能力を欠いている以上、時効停止を認めるべき必要性は実質的
に同様であるといえる。このような理解を根拠に、後見開始の審判を受けていなくとも、
民法 158 条１項の類推適用により保護すべきとの主張がなされている。したがって、この
ような者に対しても、かりに類推適用が肯定されるとして、前記根拠以外に考慮すべき要
素があるのか、また類推適用の範囲はどのような基準をもってして画されるのかが問題と
なってくる32）。

２）判例について

　この問題について、これまで最高裁が直接判示した例はなく、関連する下級審例として、
東京地判平成 11. 5. 28（判時 1704 号 102 頁）が、高度障害保険金請求権の消滅時効につい
て争われた事案に対して、「X が、Y 保険会社との間で高度障害を負ったときに被保険者 X
に対して保険金が支払われる内容の保険契約を締結していたことに基づき、Y に対して保
険金の支払を請求した場合において、X が高度障害を発生した時点で意識がなく、後見人
の選任もなされていなかったことが時効の進行を妨げる事由にはならず、ただ、時効期間
満了の前６箇月内に心神喪失の常況にある者については民法 158 条が類推され、その者が
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禁治産宣告を受け後見人が法定代理権を行使しうるようになったときから６箇月は時効が
完成しない」と、民法 158 条（当時）の類推適用を認めている33）。この判決については、
下級審での傍論ながら、民法 158 条１項が類推適用される理由付けとして、被保険者は重
篤な疾患に陥ることが高度障害保険金の支払事由に挙げられているにもかかわらず、心神
喪失の常況になった被保険者に後見人が存在しないという事情によって、保険金請求権が
時効にかかるのは被保険者にとり酷な結果になると判示している点が注目される34）。
　また、予防接種禍による国家賠償法上の損害賠償請求権につき争われた事案につき、大
阪高判平成 6. 3. 16（訟月 42 巻３号 457 頁）は、「予防接種により障害が発生したことに基
づく国家賠償法上の損害賠償請求権について予防接種時から訴訟提起までに 20 年の除斥
期間が経過した場合でも、被害者が 20 歳になった当時、禁治産者と同様の著しく事理弁識
能力を欠き実質上の行為能力を欠如した状態にあり、訴訟を自ら提起することは不可能な
状態にあるときには、民法 158 条（当時）の類推適用により、除斥期間の満了は停止され
たものと解される」「予防接種時から訴訟提起までに 20 年の除斥期間が経過した場合でも、
被害者が 20 歳になった当時、禁治産者と同様の著しく事理弁識能力を欠き実質上の行為能
力を欠如した状態にあり、訴訟を自ら提起することは不可能な状態にある者」との理由を
もって、民法 158 条の類推適用を認め、除斥期間の満了は停止されたものと解されるとし
た35）。
　そして、予防接種により重度の心身障害を負った者が不法行為に基づく損害賠償請求の
除斥期間に関して、平成 10 年判決は、「予防接種により障害が発生したことに基づき被害
者 X が国 Y を相手に国家賠償法上の損害賠償請求をし、予防接種時から訴訟提起までに
20 年の除斥期間が経過した事情にあって、20 年を経過する前６箇月内において右不法行為
を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合において、その後
当該被害者が禁治産の宣告を受け、後見人に就職した者がその時から６箇月内に右不法行
為による損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法 158 条の法意に照
らし、同法 724 条後段の効果は生じないものといえる」と、心神喪失の常況にありながら
も「禁治産宣告」を受けていなかった者について、一定の事情のもとでは除斥期間の効果
が生じないとしている36）。
　この判断については、その根拠に「心神喪失の原因を与えた加害者と被害者の間の正義・
公平があげられている」とか37）、「158 条の背後にある思想を基礎とした信義則による 724
条後段の適用制限とみるべきであろう」といった評価がみられる38）。平成 10 年判決は、時
効停止がないと理解されてきた除斥期間の経過において、期間経過後であっても、権利行
使を認める例外があることを明らかにしている39）。ただし、同じ除斥期間が争われた場合
について、前掲大阪高判 6. 3. 16 は禁治産者以外の行為能力が著しく欠如した状態にある者
に対し、民法 158 条の法意ではなく類推適用されるとしている点や、意思無能力者側の権
利行使の困難性のみを判断基準として、加害者による意思無能力の場合に限定しない点お
いて両者は異なっている40）。
　平成 10 年判決により、成年後見開始の審判を受けていない場合でも、何らかのかたちで
時効の停止がされ得ることにつき、判例上の方向性が示されたといえよう。実際に、平成
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26 年判決の事案においては、成年後見人が選任され、遺留分減殺請求権が行使された時点
で既に民法 1042 条前段規定の期間を経過していた。このような状況のなかで、最高裁は民
法 158 条１項を類推適用することで、遺留分減殺請求権の消滅時効の主張を制限している。
したがって、平成 26 年判決の判断は、平成 10 年判決で示された方向性に従ったものと評
することができよう41）。
　しかし、そもそも立法時においては、「禁治産者」でない喪心者については、生じること
が極めて稀であろうし、第三者が喪心の事実を知る手段もなく、後に喪心の事実を確かめ
るのが困難なことから、詐欺行為を誘発するおそれがあるという理由をもって、時効は排
除する予定だったという42）。これに関連して、前掲大阪高判 6. 3. 16 の判断に拠ると、後見
人が選任されない限り時効は進行しないことになり、したがって、該事案につき、除斥期
間の制約（民 724 条後段）から逃れるためには、平成 10 年判決のいう加害者が心神喪失の
原因を与えたというような取引の安全を凌駕する理由を援用する必要があるとの批判がな
されている43）。
　また、民法 160 条との関係につき、最二判昭和 35. 9. 2（民集 14 巻 11 号 2094 頁）は、

「民法 160 条は、相続財産の管理人の選任前、相続財産たる土地を、所有の意思をもって、
平穏、公然、善意無過失で 10 年間占有した場合にもその適用があると解すべき」とし44）、
さらに、最三判平成 21. 4. 28（民集 63 巻４号 853 頁）は、不法行為による損害賠償請求の
事案のなかで「民法 724 条後段の規定は、不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定
めたものであり、不法行為による損害賠償を求める訴えが除斥期間の経過後に提起された
場合には、裁判所は、当事者からの主張がなくても、除斥期間の経過により前記請求権が
消滅したものと判断すべき」とし、「殺害から 20 年以上が経過した殺人事件の被害者の相
続人の不法行為に基づく損害賠償請求につき、民法 160 条の法意に照らし消滅していない」
とし請求を認めている45）。ここでも、判例は一定の事情のもとで、何らかのかたちで時効
の停止があり得るとする方向性を示している。
　従来、民法 724 条後段の法律関係の不動状態を画一的に確定するという趣旨の徹底を望
むならば、一定の時の経過のみにより絶対的に権利行使を遮断するのが相当で、この説理
から、期間の延長を許す結果となる時効中断や停止の規定を準用することは肯定すべきで
はないとされている（時効停止規定の類推適用否定説）46）。実際、最一判平成 1. 12. 21（民
集 43 巻 12 号 2209 頁）は、除斥期間経過後に提起された場合には、裁判所は当事者からの
主張がなくても、除斥期間の経過により右請求権が消滅したものと判断すべきであるから、
除斥期間の主張が信義則違反または権利濫用であるという主張は、主張自体失当であると
している47）。

３）学説について

　この問題に関する平成 10 年判決以後の学説は、事実上後見開始の要件を充たしている者
を保護する観点から、民法 158 条１項の類推適用を是認するものが多い。たとえば、時効
説を採れば柔軟な解決が可能になるとするものとか48）、後見開始の要件を備えていても、
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審判を受けていなければ民法 158 条は適用されないが、その者の保護は一考を要するとす
るもの49）、民法 724 条後段の除斥期間につき、「権利行使期待不可能性」のみを根拠に、「禁
治産宣告」を受けていない無能力者への類推適用を肯定する説などがある50）。このように、
多数説は意思無能力が原因で権利行使に支障が生ずるという点から、後見開始の審判を受
けていない場合でも、それを受けた者と同様であるというのを理由に、民法 158 条１項の
類推適用が認められるべきとしている51）。
　他方、否定する見解として、民法 158 条１項の適用対象は法文上未成年者と成年被後見
人（禁治産者）に限定されており、適用の有無について相手方が容易に把握でき、したがっ
て、同項の規定により、法的安定性が保たれるとの理由をもって、心神喪失の常況にある
にもかかわらず、後見開始の審判（禁治産者宣告）を受けていない者に対して、同項を適
用することは時効の場合でも予定されていないとの立場をとる。結論として、時効を援用
しようとする者の予見可能性の観点から、平成 10 年判決は極めて限定的な判断で、心神喪
失状態であるが、当時の制度である禁治産宣告を受けていない者には、時効の場合でも民
法 158 条を適用することは予定されていないと批判する52）。また、未成年者や成年被後見
人以外の無能力者に民法 158 条１項の適用を認めると法的安定性が害されるとして、この
観点から、時効については、民法 158 条１項の適用は予定されていないとする説がある53）。
ただし、民法 158 条１項の類推適用に関し否定的な見解がみられるものの、後者における
除斥期間の趣旨については、より画一的な扱いによる法的安定性が重視されることから、
同項を適用することを否定するものであり、この点で両者の論理は異なるとみられる54）。
　以上、後見開始の要件を充たしていない状態で、時効期間経過後に民法 158 条１項の類
推適用を認めるかどうかに関し、平成 10 年判決後も議論は続いているが、その中で、平成
26 年判決は双方の説に配慮した折衷的な判断を示したとされる55）。

Ⅲ　平成 26年判決の検討

１．事実関係等

　本件事実関係の概要は以下のとおりとなっている。
１）A はその遺産の全てを長男である Y に相続させる旨の自筆証書遺言（以下「本件遺
言」という）をしていたところ、平成 20 年 10 月 22 日死亡した。A の法定相続人は妻で
ある X の他 Y を含む５人の子であった。X は A の死亡時において、A の相続が開始した
ことおよび本件遺言の内容が減殺することのできるものであることを知っていた。
２）A の相続の開始から１年経過前の平成 21 年８月５日、静岡家庭裁判所沼津支部に対
し、X について後見開始の審判が申し立てられた。
３）A の相続の開始から１年経過後の平成 22 年４月 24 日、X について後見を開始し、成
年後見人を選任する旨の審判が確定した。
４）X の成年後見人は平成 22 年４月 29 日、Y に対し、X の遺留分について遺留分減殺請
求権を行使する旨の意思表示をした。
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　１審（静岡地判沼津支部平成 24. 10. 2）・原審（東京高判平成 25. 3. 19 民集 68 巻３号 270
頁）は、ともに不法行為により心神喪失の常況にあった被害者とは異なり、遺留分権利者
が減殺すべき贈与を知っていたにもかかわらず、遺留分減殺請求権を行使する意向を周囲
に伝えていなかったことを考慮し、結果、時効の期間の満了前に後見開始の審判を受けて
いない者に民法 158 条１項は類推適用されないとして、時効の停止の主張を排斥し、１年
の遺留分減殺請求権の時効期間の満了により同請求権の時効消滅を認め、X の請求を棄却
すべきものとした。
　これに対して、X が上告受理申立てをしたところ、最高裁は「時効の期間の満了前６箇
月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人が
ない場合において、少なくとも、時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判が
されたときは、民法 158 条１項の類推適用により、法定代理人が就職した時から６箇月を
経過するまでの間は、その者に対して、時効は完成しない」旨判示して、原審を破棄し、
X が時効の期間の満了前６箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く
常況にあったか否かについて、原審において審理されていないことから、この部分を審理
するために差戻しとした。

２．最高裁の判断について

　民法 158 条１項の趣旨について、最高裁は「成年被後見人等は法定代理人を有しない場
合には時効中断の措置を執ることができないのであるから、法定代理人を有しないにもか
かわらず時効の完成を認めるのは成年被後見人等に酷であるとして、これを保護するとこ
ろにある」と確認したうえで、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある
ものの、まだ後見開始の審判を受けていない者についても、法定代理人を有しない場合に
は時効中断の措置を執ることができないのであるから、成年被後見人と同様に保護する必
要性があるといえる」とし、後見開始の要件を充たしていても、後見開始の審判を受けて
いない者についても、民法 158 条１項の予定した場合と同様の事態が生じ得ることをもっ
て、その類推適用を認める必要性があることを指摘している。
　つづいて、民法 158 条１項が成年被後見人等のみを時効停止が認められる者として掲げ
ている理由につき、判決は「成年被後見人等については、その該当性並びに法定代理人の
選任の有無及び時期が形式的、画一的に確定し得る事実であることから、これに時効の期
間の満了前６箇月以内の間に法定代理人がないときという限度で時効の停止を認めても、
必ずしも時効を援用しようとする者の予見可能性を不当に奪うものとはいえないとし、上
記成年被後見人等の保護を図っているものといえる」との理解を示して、同条項が時効を
援用しようとする者の予見可能性にも配慮しつつ、成年被後見人等の保護を図ることと
なっている旨を強調した。そのうえで、本件事案に対して、民法 158 条１項の類推適用を
認めたとしても、後見開始の「申立てがされた時期、状況等によって、時効を援用しよう
とする者の予見可能性を不当に奪うものとはいえない」と結論付けている。
　以上の説示より、最高裁は、本件のように、時効期間満了前の申立てに基づき後見開始
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の審判がされた場合について、少なくとも、民法 158 条１項が類推適用される可能性があ
る旨を示したものと思われる。今回示された判断により、時効期間満了の前に後見開始の
申立てがされ、かつ、その申立てに基づき後見開始の審判がされた場合には、後見開始の
審判事件が係属していることや、成年後見人が選任されたことについては、その事実の有
無および時期が形式的・画一的に確定し得る事実であり、時効を援用しようとする者にとっ
ても時効が停止することや、停止する期間について予見することが一定程度可能であると
し、したがって、時効援用を予定する者の予見可能性に対する配慮も欠くことなく、民法
158 条１項と同じ法律効果をもって律することが適当であるとの考えを明らかにしたもの
と思われる56）。

３．本判決の意義

　これまで、判例は平成 10 年判決のように、後見開始の審判を受けていない場合でも、何
らかのかたちで時効の停止があり得るとする方向性を示している。その中で、平成 26 年判
決は、民法 158 条１項が類推適用される場合について、利益状況からして、事理弁識能力
を欠く常況にあって、既に後見開始の申立てがなされた場面では、後見開始の審判を受け
た者と比肩する保護が必要な状態にあり、しかも、法定代理人が存在しないにもかかわら
ず、時効の完成が認められるのは酷であるという点に加えて、時効期間満了前６箇月以内
の段階で法定代理人がいないという限度で時効停止を認めたとしても、時効援用権者の予
見可能性を不当に奪うものとは必ずしもいえないとして、最高裁判所として初めて明示的
な判断とその枠組みを示したものとなった。したがって、平成 26 年判決の意義は、判決理
由にいう「時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたとき」に時効中
断の措置を執ることができなかった者の保護の必要性と時効援用権者の予見可能性を不当
に奪うものではないという２点が整うことをもって、民法 158 条１項の類推適用に関する
判断基準とする旨を明示した点にあると考えられる。
　今回明らかにされた民法 158 条１項について、原則的規律を適用しても差し支えないと
の価値判断は、審判がなされた者の高齢化が進むわが国の実情に照らし、時効や制限行為
能力に関する理論および実務上重要な意義を有するものと思われる57）。

４．問題の所在

　平成 26 年判決では、時効期間満了前６箇月以内の時点で後見開始の審判を受けていない
が、その時点で後見開始の要件を充たしており、既に後見開始の審判の申立てがなされて
いた者につき、民法 158 条１項の類推適用が許され、遺留分減殺請求権の時効を停止する
ことが認められるかが主な争点となっている。
　最高裁は、「趣旨は、成年被後見人等は法定代理人を有しない場合には時効中断の措置を
執ることができないのであるから、法定代理人を有しないにもかかわらず時効の完成を認
めるのは成年被後見人等に酷であるとして、これを保護するところにある」と、同条項の
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趣旨を確認したうえで、「申立てがされた時期、状況等によっては同項の類推適用を認める
余地がある」とし、「少なくとも」本件のように時効期間満了前の申立てに基づき時効期間
満了後に後見開始の審判がされた場合について、同条項の類推適用を肯定した。ここから、
最高裁は民法 158 条１項類推適用に関する「時効援用権者の予見可能性と事実上の制限行
為能力者の保護の調整という大きな判断枠組みを導いている」とされる58）。
　このように、最高裁は１審・原審とは異なり、事実の相違を考慮していない。これにつ
いて、平成 26 年判決が民法 158 条１項の類推適用を肯定するのであれば、平成 10 年判決
事案において、損害賠償請求権行使の場面につき、説明された権利行使の必要性を遺留分
減殺請求権行使の場面でも検討する必要があるのではないかとの疑問が呈されている59）。
また、平成 10 年判決は民法 724 条後段が規定する除斥期間の経過後でも、民法 158 条の法
意に照らし、被害者に損害賠償請求権行使を認める前提として、民法 724 条を字義どおり
解釈すれば、たとえば、当該不法行為により被害者に心神喪失状態が生じている場合でも、
損害賠償請求権を行使できなくなる反面で、加害者が損害賠償義務を免れるという「著し
く正義・公平の理念に反する」という不合理な結果を招くおそれがあると指摘する60）。こ
のほか、Y と A と同居していた X の居住不動産に対する共有持分の確保と Y 以外の兄弟
の意見対立や、将来の相続へのそれぞれの思惑が絡み合うという本件事案の特殊性に鑑み、
具体的な処理が困難なだけに、遺産相続の早期確定以上に X の居住保護が望まれるとの意
見がみられる61）。

５．時効停止と時効援用権者の予見可能性

　判決が用いる予見可能性を時効援用権者の利益と捉えてみると、成年被後見人等に法定
代理人が欠けているときは、通常速やかに新たな法定代理人が選任されることから、たと
えば、債務者側の時効完成の延長により、もう少し長く証拠を保全しなければならないと
いう、不利益を最小限に抑えることができるとする意味に解される。この説理からして、
民法 158 条１項の趣旨に関する理解は、取得時効他の時効と共通するものと考える62）。ま
た、判決のいう予見可能性の対象について、前掲コメントが、「時効が停止すること及び停
止する期間」と述べていることから63）、時効完成は猶予されるのか、かりに猶予されたと
して、時効完成の時期はいつかという時効完成期に関する予見と思われる64）。
　最高裁は「成年被後見人等については、その該当性並びに法定代理人の選任の有無及び
時期が形式的、画一的に確定し得る事実であることから、これに時効の期間の満了前６個
月以内の間に法定代理人がないときという限度で時効の停止を認めても、必ずしも時効を
援用しようとする者の予見可能性を不当に奪うものとはいえないとし、上記成年被後見人
の保護を図っているものといえる」と述べ、このことから、事理弁識能力を欠く常況にあ
ることから後見開始の審判を申し立てたが、審判を受けないうちに時効期間が満了してし
まった者につき、その後に後見開始の審判がなされたときは、時効を援用しようとする者
の予見可能性を不当に奪うものとはいえない場合もあり得るとして、民法 158 条１項の類
推適用を認める余地があることを明らかにしている。
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　そこで、本件事案は民法 1042 条が規定する遺留分減殺請求権の消滅時効につき争われた
ものであるが、同 158 条１項は時効一般に関する規定であることから、時効を援用しよう
とする者の時効完成時期に関する予見可能性を不当に奪うものではないとする判旨が、は
たして同項の趣旨に合致するか否かについての検討が求められる。たとえば、時効による
利益の取得が正当化されるためには、「取引安全といった社会の利益の援用が必要となる」
と解したうえで、時効の停止に関しても「取引安全への顧慮が求められる」と論じる。こ
の説示に対しては、既存弁済債務者の保護を中心に債権の消滅時効の目的を考えるならば、
その場における「取引安全といった社会の利益」とは一体何なのであろうかとの疑問を覚
えつつも、債権の消滅時効については、時効の当事者である債務者の保護こそ重要と説い
ている65）。
　遺留分減殺請求権の行使に関する期間制限については、前述のとおり一般に早期に法律
関係の安定を図る趣旨と理解されるが66）、権利の行使は遺留分権利者の一方的な意思表示
で行われ、しかも行使により生ずる目的物の返還請求権等は時効にかからないと解される
こと、被相続人よりの財産取得に関する受贈者・受遺者の利益やその後の取引の安全を確
保する必要性から、時効完成に関する予見可能性に対する充分な考慮が求められよう67）。
結論として、減殺請求の相手方にとり、いつ時効が完成するのかについての予見性の確保
は重要と思われ、この見地からして、判決が民法 158 条１項の妥当性を認めたのは合理的
な判断と評価されよう68）。
　受贈者・受遺者は遺留分減殺請求権の時効完成により、譲り受けた財産を自分の意思で
自由に処分することが出来るようになる。したがって、このような受贈者・受遺者の利益
を保護するために、時効完成時期の予見可能性への保障には必然性が認められる。しかし、
この点について、時効完成後に、受贈者・受遺者が取得する財産は、本来遺留分権利者に
属するものであり、受贈者・受遺者は時効により遺留分権利者からたまたま獲得するにす
ぎないのであって、この点を勘案すれば、受贈者・受遺者側の予見可能性を遺留分権利者
の権利行使の可能性に比し、重視されるべきかの問題については改めて検討する必要があ
ろう69）。

６．「法意に照らし」と民法 158 条１項の類推適用について

　民法 158 条１項につき、平成 10 年判決は一定の事情のもと、「法意に照らし」除斥期間
の効果は生じないとする構成を採用したのに対して、平成 26 年判決は、同項を類推適用す
るとの理論構成を採っている。この両者の相異について、後者は消滅時効が問題になった
事案であることに起因するものと思われる70）。
　除斥期間について、前掲最一判平成 1. 12. 21 は「民法 724 条後段の 20 年の期間は、被害
者側の認識の如何を問わず一定の時の経過によって法律関係を本確定させるため請求権の
存続期間を画一的に定めたものと解するのが相当である」とし、一般に停止や中断はない
とされる71）。
　平成 10 年判決は、心神喪失の常況にあるものの「禁治産宣告」を受けていなかった者に
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ついて、限定的に例外を認めるにあたって、一定の事情のもと、「民法 158 条の法意に照ら
し」除斥期間の効果は生じないとしており、平成 26 年判決と理論構成を異にしている。す
なわち、平成 10 年判決は、特段の事情のもとに限定的な例外を認めるための根拠を民法
158 条の法意に求めたのに対して、平成 26 年判決は、最初から停止や中断が明文上予定さ
れている消滅時効の期間が問題となった事案であることから、端的に民法 158 条１項を類
推適用する構成を採ったものと考えられている72）。
　そもそも、類推解釈とは、言葉の意味に含まれないが、利益状況の類似性を理由に同法
を適用する法理とされ、たとえば、民法 94 条２項や同 110 条、同 478 条の事例にみられる
ように73）、法の欠缺を埋める手段として定着している74）。他方、法意に照らしについては、
たとえば、過失相殺の法意などのように、より高次の価値を実現するために、信義則、正
義、公平等に基づいて法形式上の原則に対する例外を正当化することを目指す趣旨である
とされる75）。
　平成 26 年判決のいう類推適用については、事理弁識能力を欠く常況であって、既に後見
開始の審判を申し立てている局面においては、被後見人となっている場合と比肩し得る要
保護状態となっており、したがって、利益状況からして、時効期間の満了前６箇月以内の
間に法定代理人がないときという限度で、時効の停止を認めたとしても、判決のいう、必
ずしも時効援用者の予見可能性を不当に奪うものとはいえないとし、このような場合につ
いて、原則的規律を及ぼしても差し支えないとの価値判断が働いたものと思われる76）。

７．「少なくとも」と判決の射程について

　判決があえて「少なくとも」との文言を用いていることから、平成 26 年判決は説示した
文理からも明らかなように、本件事案のような場合以外にも、同様の状況に対し、民法 158
条１項が類推適用され得ることを排除していない。したがって、本件と同じように、後見
開始の申立てがなされた時期や利益状況等によって、時効を援用しようとする者の予見可
能性を不当に奪うものとはいえない事情が認められる場合について、民法 158 条１項が類
推適用される可能性が残されたことになる77）。
　時効を援用しようとする者の予見可能性を不当に奪うものとはいえない事情について、
判決はこれに該当する具体的な例示まで踏み込んでいない。したがって、判決の射程がど
こまで及ぶかについては、慎重に検討する必要があるが、たとえば、「時効を援用しようと
する者が妨害したことにより後見開始の申立てが時効の期間の満了後まで遅れてしまった
場合」とか、「時効期間満了前に実質的な法定代理人が存在していたが、やむを得ない事情
で後見開始の申立てがなされていなかった場合」や、「時効を援用しようとする者が事理弁
識能力を欠く常況の原因を作出した場合」のほか、「成年後見開始と異なる後見制度の開始
の申立てが時効期間満了前にされたところ、裁判所の勧奨等により期間満了後、後見開始
の審判に切り替えられ、後見開始の審判がなされた場合」といった検討例が紹介されてい
る78）。
　この問題につき、本件事案は遺留分減殺請求権の消滅時効につき争われたものであるが、



16

国際研究論叢

判決理由はこれに限定していないことや予見可能性の観点からして、相続争いをしている
共同相続人の他、時効中断措置を講ずることを妨害した者、事理弁識能力の喪失を惹起し
た者などが含まれる可能性がある。具体的にどのような場合が該当するかについては、今
後に残された課題であるといえるが、結論として、後見開始の申立てが遅れたことに関し
て、特殊な事情が働いたと認められる場合や、当事者間の正義・公平という観点が類推適
用を肯定するうえで重要な要素となるものと思われる79）。

おわりに

　平成 26 年判決は、民法 158 条１項の類推適用を許容した初めての最高裁判決であり、高
齢化社会を迎えたわが国の相続実務に与える影響の大きい判決である。加えて、法制定当
事の予想に反し、成年後見制度の利用率が低いこと、時効期間満了前に後見開始の申立て
がなされている場合には、それを知ることは不可能ではなく、時効停止期間も長期にわた
らないことに鑑みると、本判決の法理は支持されるものと考える80）。
　債権法改正の場でも、時効の停止について、時効の完成猶予事由として、従来に比して
柔軟な制度構築を目指しており、今後、成年被後見人に準ずる者にとり、相続争いの局面
で権利を行使することが困難な場面の増加が予測され、これに伴い、時効完成猶予に関す
る適用の拡張が期待されよう81）。
　これまでみてきたように、遺留分減殺請求権につき、判例・通説は権利行使の意思表示
により効力が生じるとの立場をとっている82）。平成 26 年判決は、相続開始時には事理弁識
能力を有しており、遺留分侵害の事実を認識している事案であって、このような場合にお
いて、遺留分減殺請求権行使の意思表示がなされないときは、権利を放棄しているとも捉
えられる。そうすると、消滅時効完成６箇月前に事理弁識能力を有していないとの理由か
ら、法定代理人等本人以外の者が本人の意思に介入する場面おいて、遺留分減殺請求権の
一身専属性との関係で予想される問題についての検討が必要となろう83）。また、判決は、
時効期間満了前に遺留分減殺請求するための前提となる後見開始の申立てがなされている
ため、時効期間内に権利行使が一応はなされたと捉えることができ、しかも、時効援用権
者が被る不利益も民法 158 条１項の場合と比較しても、大きくはならないとの判断を根拠
に、本件事案への類推適用を認めたと考えられる84）。そこで、民法 158 条１項類推適用の
ための要件として、時効期間満了前の後見開始の申立ては常に必要とされるのか、併せて
考究が求められよう。
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